委託費の管理及び経理体制（研究者別）

	課題番号
	―
	課題名
	

	研究者氏名（主任・分担）
	

	委託費の管理及び経理に係る事務を委任する機関
	

	上記機関において委託費を取り扱う体制

（担当者名、所属部署など）
	


上記機関における公的研究費の不正使用等の防止のための取組について

「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組について（共通的な指針）」（平成１８年８月３１日　総合科学技術会議決定）において研究機関が取り組むべきとされている以下の事項について、現在、具体的に取り組んでいる事項があれば記入すること。

①　研究者本人が経費支出手続きに直接関わらない仕組みの徹底を含め、研究機関における研究費の使用等のルールの整備・明確化とその周知徹底、研究者等のモラルの向上を図る（研修会の開催等）。

具体的な取組（あり・なし）

内容（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②　研究費の管理・監査体制を整備する（責任者の明確化、チェックシステムの整備、積極的な内部監査・外部監査の実施、事務体制の強化等）。

具体的な取組（あり・なし）

内容（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

③　不正事案の調査・報告・処理体制を整備する（内部通報窓口の設置、通報者の保護、調査体制の整備と迅速・公正な調査の実施、配分機関・関係府省への報告、刑事告発、不正事案の公表等）。

具体的な取組（あり・なし）

内容（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

④　繰越明許費制度の活用を含め、ルールの範囲内での研究費の一層弾力的・効果的な運用や間接経費の有効な活用に努める。（繰越明許費精度、間接経費が設けられている公的研究費について。）

具体的な取組（あり・なし）

内容（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

上記以外に、公的研究費の不正使用等の防止のために取り組んでいる事項

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他の確認事項（研究者別）

	課題番号
	―
	課題名
	

	研究者氏名（主任・分担）
	

	受給している

公的研究費
	（平成１９年度に受給した公的研究費すべてについて、研究事業名、研究課題名、研究期間、金額及びエフォートを記載すること）



	申請している

公的研究費
	（平成２０年度に受給することを希望して現在申請している公的研究費すべてについて、研究事業名、研究課題名、金額を記載すること）



	本研究を受託した場合必要となるエフォート
	（上記の研究課題について受託した場合、どの程度のエフォートを割くことが必要になるかについて述べること。）




· あなたは過去５年以内に、受給した公的研究費において、あなた又は管理及び経理に係る事務を委任された機関において、不適正な管理又は経理を行ったこと又はそれに共謀したことにより、公的研究費の配分機関から研究費の一部又は全部の返還を命じられたことがありますか？

□ある　□ない（どちらかを選択し、「ある」の場合は詳細を記載）

· あなたは過去５年以内に、公的研究費の配分機関に故意又は重大な過失により虚偽の内容を申請するなどして、申請に係る公正な審査を妨げ、公的研究費を不正に受給したことにより、公的研究費の配分機関から研究費の一部又は全部の返還を命じられたことがありますか？

□ある　□ない（どちらかを選択し、「ある」の場合は詳細を記載）

· あなたは過去５年以内に、公的研究費による研究論文・報告書等において、研究上の不正行為（捏造、改ざん、盗用）があったと認定されたこと、又は当該論文・報告書等の責任者として注意義務を怠ったこと等により一定の責任があると認定されたことがありますか？

□ある　□ない（どちらかを選択し、「ある」の場合は詳細を記載）

· あなたの所属施設は、文科省の科学研究費補助金の対象となっている研究機関ですか？
□はい　□いいえ（「はい」の場合は、成育医療研究委託費と文科省科研費等他の研究資金とで管理監査体制は同じか、違う場合はその内容や理由等について記載）

内　諾　書

平成　　年　　月　　日

国立成育医療センター総長　殿

研究者氏名：　　　　　　　　　　（以下、「当該研究者」という。）が、

厚生労働省成育医療研究委託費

課題番号　　　－　　

課題名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

の（主任・分担）研究者として参加の申請を行うにあたり、当該申請が認められた場合、当該研究者が行う研究に係る委託費の管理及び経理の事務を、当機関が当該研究者を代理して行うことを内諾します。

なお、当該事務を代理して行うに当たり、下記の１から７の事項が求められることについても、当該研究者より説明を受け、理解したことを申し添えます。


所属機関の長　　　　　　　　　　　

氏　　　　名　　　　　　　　　職印

（注）１．所属機関の長の印は、職印を使用すること。

　　　２．研究者が国立大学法人等に所属する場合は、本研究費は受託研究として取り扱うこととなるため、所属機関の長あて「委託決定及び委託申し込み」を行うので、所属機関の長は受託研究の受け入れ決定者とすること。



１．厚生労働省成育医療研究委託費事務処理要領に示す範囲において、委託費の管理及び経理に係る事務を適正に行うこと


２．当該研究者が委託費の経費支出手続きに直接関わらない体制を確保すること


３．当該事務を、経理に関する十分な知識と経験を有する者に業務として行わせること


４．当該事務の委任後、国立成育医療センター総長が当該研究者に契約金の経理及び管理体制に関して助言・指導を行った場合、その対応について当該研究者に協力すること


５．「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組について」（平成１８年８月３１日　総合科学技術会議決定）等に基づき、公的研究費が適正に執行されるための体制整備を行うこと


６．国立成育医療センターが必要に応じて行う求めに応じ、当該事務に関する内部監査を行い、その結果を当該研究者を通じて報告する必要があること


７．国立成育医療センター又は国立成育医療センターが依頼する者が、当機関に対して委託事業に関する立入調査を行う場合、これを受け入れること











